
第 1 回 国民健康保険事業の運営に関する協議会 

 

と き  平成 30 年 5 月 28 日（月） 午後 2 時 

ところ  恵那市役所 災害対策室 

 

 

１．開  会 

 

２．市長あいさつ 

 

３．会長あいさつ 

 

４．議事録署名者の指名 

 

５．平成 30 年度恵那市国民健康保険料の保険料率について(諮問) 

 

６．議 事 

① 議 事 

 議第１号 平成 30 年度恵那市国民健康保険料の保険料率について(資料 1) 

 

② 報 告 

報第１号 平成 29 年度恵那市国民健康保険事業特別会計事業状況並びに平成 30 年度予算について（資料２） 

報第２号 平成 29 年度恵那市国保上矢作病院事業状況並びに平成 30 年度予算について（資料３） 

報第３号 平成 29 年度恵那市国保診療所事業状況並びに平成 30 年度予算について（資料４） 

報第４号 恵那市国民健康保険条例の一部改正について（資料５） 

 

③ その他 

・特定健康診査について(資料６) 

・その他 

 

 ９．閉  会  



種別 氏　　　名 推薦団体等 委員任期

三宅　智子 公募
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

加藤　延子 公募
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

阪上　美代子 市スポーツ推進委員連絡協議会
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

吉田　宏子 市食生活改善連絡協議会
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

大澤　耕太郎 おおさわ医院
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

林　　浩介 林外科・内科
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

木村　謙三 木村歯科
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

山田　康志 うさぎ薬局
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

坪井　弥栄子 市地域協議会
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

細井　健吉 市地域協議会
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

宮地　政臣 恵那市社会福祉協議会
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

工藤　邦夫 恵那市民生児童委員協議会
平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

4号委員
（被用者保険代表）

林　　泰尚
岐阜県被用者保険等保険者
連絡協議会(全国健康保険
協会岐阜支部)

平成29年4月　1日から
平成31年3月31日まで

事務局名簿
区　　分 氏　　名

恵那市長 小　坂　喬　峰

　　　部　　長 松　村　和　佳

　　　保険年金課長 原　田　一　宏

　　　係    長 平　野　　　圭

　　　主    査 安　藤　理　恵

　　　部　　長 可　知　高　弘

　　　地域医療課長 原  田  義  己

　　　地域医療課管理官 平  林　恵  明

　　　上矢作病院事務長 鈴　木　幸　枝

 　　 岩村診療所事務長 鶴 見　敬 太 郎

　　　医療施設係長 大　木　 靖　央

　　  健幸推進課長 三　宅　千　春

　　　健幸推進課長補佐 早 川　み ど り

1号委員
（被保険者代表）

2号委員
（保険医、保険薬剤師代表）

3号委員
（公益代表）

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員名簿    　　 平成30年4月 

医
療
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部
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（１） 平成30年度恵那市国民健康保険料の 

保険料率について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 1 



平成30年度　保険料の算定について（案）

●平成30年度　県が示す恵那市の標準保険料率（平成30年1月30日岐阜県健康福祉部長通知）

所得割 均等割 平等割 資産割 所得割 均等割 平等割 資産割

6.41% 25,719 円 19,130 円 0% 6.50% 29,000 円 22,800 円 32.30%

-0.09% -3,281 円 -3,670 円 -32.30%

2.34% 9,448 円 7,028 円 0% 1.10% 5,400 円 4,000 円 5.15%

1.24% 4,048 円 3,028 円 -5.15%

1.68% 8,741 円 4,459 円 0% 1.50% 9,400 円 4,700 円 10.20%

0.18% -659 円 -241 円 -10.20%

(1)平成29年度所得(H29.5.18現在)のH30年度の料率での算定

加入者数

11,785

11,785

3,506

(参考)平成29年度所得(H29.5.18現在)のH29年度の料率での算定

加入者数

11,785

11,785

3,506

(2)平成30年度国民健康保険事業費納付金（平成30年4月12日岐阜県知事通知）

医療分

支援分

介護分

医療分

後期高齢支援分

介護納付金分

計

930,106,907 円

300,960,818 円 1,084,969 円 302,045,787 円

83,442,376 円

1,315,595,070 円

医療分

後期高齢支援分

介護納付金分

計

一般 退職

保険料賦課総額 1人当たりの保険料

713,229,279 60,520

259,009,578 21,978

74,579,853 21,272

保険料賦課総額 1人当たりの保険料

1,046,818,710 103,770

81,606,759 23,276

1,095,756,424 109,331

83,442,376 円

858,592,454 72,855

155,557,211 13,200

計

927,143,749 円 2,963,158 円

H30年度保険料率（案） H29年度保険料率

医療分

(前年度対比)

後期高齢支援分

(前年度対比)

介護納付金分

(前年度対比)

A

1



(単位：円)

平成３０年度見込額

1,122,141,000

25,346,000

0

0

0

3,496,576,000

0

417,305,000

5,230,000

287,955,462

1,000

5,354,554,462

140,842,000

3,435,040,000

1,315,597,000

0

11,000

88,718,000

84,435,000

0

0

1,957,000

5,066,600,000

287,954,462

(5)国民健康保険給付基金の状況

417,305,000

その他収入 9,879,863 5,230,000

歳入合計 6,478,078,033 5,066,600,000

繰越金 265,894,824 1,000

基金繰入金 149,116,000 1,000

0

県支出金 302,948,746 3,496,576,000

共同事業交付金 1,160,508,916 0

平成３０年度予算額

140,842,000

平成２９年度決算見込額

歳
　
入

現年保険料 1,056,298,577 1,122,141,000

過年保険料 43,955,981 25,346,000

国庫支出金 1,108,353,526 0

療養給付費交付金 58,647,000 0

後期高齢者支援金拠出金

(4)平成２９.３０年度の歳入歳出見込み

国保納付金 -

前期高齢者交付金 1,892,625,094

一般会計繰入金 429,849,506

3,641,651,208

125,291,543総務費

保険給付費等

保健事業費

その他支出金

3,435,040,000

213,172,801

247,731,736

6,190,122,571

88,718,000

84,435,000

0

0

1,957,000

5,066,600,000

64,426,463

57,386,160

630,399,520

1,315,597,000

0

11,000

706,783 千円

平成２６年度末　基金残高

平成２７年度　基金積立額

　　　　〃　　　　  　取崩額

平成２８年度  基金積立額

　　　　〃　　      　 取崩額

平成２９年度　基金積立額

　現在の基金残高

　　　　〃　　      　 取崩額

33,355 千円
247,732 千円
149,116 千円

72,375 千円
0 千円

187,760 千円

381,387 千円

共同事業拠出金

1,984,479

1,208,078,661

介護納付金

0歳入　－　歳出

基金積立金

歳出合計

287,955,462

歳
　
出

老人保健・前期高齢拠出金

B

A

B
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（２）平成 29 年度恵那市国民健康保険事業

特別会計事業状況並びに平成 30 年度予

算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ２ 



 

1. 事業勘定 決算 (平成29年度)
 

      （単位：円）

予算現額　A 決算見込み額　B 比　　較　B-A

834,950,000 848,004,831 13,054,831

174,954,000 155,816,959 △ 19,137,041

95,878,000 77,393,201 △ 18,484,799

① 1,105,782,000 1,081,214,991 △ 24,567,009

18,440,000 13,065,255 △ 5,374,745

3,900,000 2,344,024 △ 1,555,976

7,173,000 3,630,288 △ 3,542,712

② 29,513,000 19,039,567 △ 10,473,433

③ 1,135,295,000 1,100,254,558 △ 35,040,442

　 714,927,000 766,566,780 51,639,780

　 34,649,000 28,850,746 △ 5,798,254

（普通調整分） 　 173,084,000 200,763,000 27,679,000

（特別調整分） 　 51,023,000 97,426,000 46,403,000

　 8,843,000 14,747,000 5,904,000

④ 982,526,000 1,108,353,526 125,827,526

⑤ 65,544,000 58,647,000 △ 6,897,000

高額医療費共同事業負担金 　 33,969,000 28,850,746 △ 5,118,254

財政健全化特別対策事業 　 14,004,000 14,004,000 0

（普通調整分） 　 208,982,000 251,252,000 42,270,000

（特別調整分） 0 0 0

　 8,842,000 8,842,000 0

⑧ 265,797,000 302,948,746 37,151,746

⑨ 1,892,625,000 1,892,625,094 94

⑩ 1,159,583,000 1,160,508,916 925,916

　 255,941,000 255,940,115 △ 885

　 142,042,000 130,013,606 △ 12,028,394

　 10,600,000 0 △ 10,600,000

　 16,653,000 16,653,000 0

　 25,737,000 27,242,785 1,505,785

⑪ 450,973,000 429,849,506 △ 21,123,494

⑫ 149,116,000 149,116,000 0

⑬ 600,089,000 578,965,506 △ 21,123,494

⑭ 265,895,000 265,894,824 △ 176

⑮ 8,696,000 9,879,863 1,183,863

6,376,050,000 6,478,078,033 102,028,033

後期高齢者支援金分

後期高齢者支援分

県補助金

前期高齢者交付金（支払基金）

介護納付金分

小計

　　　　　　計　①＋②

財政調整交付金

　

その他の収入

小計

保険給付基金

計　⑪+⑫

繰越金

　　　合　　計　

高額医療共同事業交付金(連合会）

繰
入
金

一
般
会
計

市
町
村
補
助

保険基盤安定分

職員給与費等

出産育児一時金

財政安定化支援事業

その他

療養給付費交付金（支払基金）

県
支
出
金

財政調整交付金

計

国
庫
支
出
金

療養給付費等負担金

高額医療費共同事業負担金

医療給付分

介護納付金分

小計

退
職
被
保
険
者

医療給付費分

　　　　　　　計　　　　　

（１）歳 入

科    目

保
険
料
（
税
）

一
般
被
保
険
者

国庫補助金

③+④+⑤+⑧+⑨+⑩
+⑬+⑭+⑮

1



      （単位：円）

予算現額 A 決算見込み額　B 不 用 額　A-B

① 143,149,000 125,291,543 17,857,457

療養給付費 3,154,249,000 3,116,270,581 37,978,419

療養費 25,958,000 22,337,465 3,620,535

高額療養費  449,139,000 422,408,007 26,730,993

移送費  100,000 0 100,000

高額介護合算療養費 500,000 498,163 1,837

小計 ② 3,629,946,000 3,561,514,216 68,431,784

療養給付費 60,881,000 49,636,390 11,244,610

療養費 721,000 524,026 196,974

高額療養費 　 11,575,000 8,913,421 2,661,579

移送費 　 100,000 0 100,000

高額介護合算療養費 500,000 0 500,000

小計 ③ 73,777,000 59,073,837 14,703,163

④ 11,960,000 6,933,155 5,026,845

出産育児諸費 ⑤ 15,900,000 10,080,000 5,820,000

葬祭諸費 ⑥ 4,250,000 4,050,000 200,000

⑦ 3,735,833,000 3,641,651,208 94,181,792

⑧ 624,435,000 630,399,520 △ 5,964,520

⑨ 2,355,000 1,969,290 385,710

老人医療費拠出金 1,000 0 1,000

事務費拠出金 24,000 15,189 8,811

計 ⑩ 25,000 15,189 9,811

⑪ 213,173,000 213,172,801 199

⑫ 1,208,080,000 1,208,078,661 1,339

⑬ 30,518,000 24,650,968 5,867,032

⑭ 53,204,000 39,775,495 13,428,505

⑮ 39,459,000 2,827,000 36,632,000

⑯ 247,732,000 247,731,736 264

⑰ 28,087,000 54,559,160 △ 26,472,160

⑱ 50,000,000 0 50,000,000

6,376,050,000 6,190,122,571 185,927,429

6,376,050,000 6,478,078,033 102,028,033

6,376,050,000 6,190,122,571 185,927,429

0 287,955,462 287,955,462

（３）国民健康保険給付基金の状況      （単位：円）

381,387,421
72,374,666

0
187,760,302
33,355,000

247,731,736
149,116,000
706,783,125

平成２９年度基金取崩額

保
険
給
付
費
等

一
般
被
保
険
者

退
職
被
保
険
者

審査支払手数料

　　合　計　

保健事業費

介護納付金

高額医療共同事業拠出金

その他の支出

（２）歳 出

科    目

　　計　②+③+④+⑤+⑥

老
人
保
健

拠
出
金

総務費

後期高齢者支援金等

前期高齢者納付金等

特定健康診査等事業費

予備費

基金等積立金

公営企業補助金

平成２８年度基金取崩額

平成２９年度基金積立残高

平成２７年度基金取崩額

歳入合計

歳出合計

歳入歳出差引額

平成２６年度末基金残高
平成２７年度基金積立額

平成２８年度基金積立額

平成２９年度基金積立額

①+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫
+⑬+⑭+⑮+⑯+⑰+⑱

22



 ２．国民健康保険の財政状況 

    平成 29 年度における恵那市国民健康保険の財政状況は、下の図のとおり歳入・歳出ともに

6,478,078 千円を見込んでおります。保険給付費等は保険料と国・県支出金等でまかなわれていま

す。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

      歳   入       歳   出 

保険料 1,100,254 総務費 125,291 

国庫支出金 1,108,354 保険給付費等 3,641,651 

県支出金 302,949 後期高齢者支援金 630,400 

療養給付費交付金 58,647 老人保健拠出金 15 

前期高齢者交付金 1,892,625 介護納付金 213,173 

高額医療費共同事業交付金 1,160,509 前期高齢者納付金 1,969 

一般会計繰入金 429,849 共同事業拠出金 1,208,079 

基金繰入金 149,116 保健事業費等 24,651 

繰越金 265,895 特定健康診査等事業費 39,775 

その他収入 9,880 公営企業補助金 2,827 

  基金積立金 247,732 

  諸出金 54,559 

  繰越金 287,956 

    合  計 6,478,078    合  計 6,478,078 

（歳 入） 

6,478,07８千円 

   （歳 出） 

6,478,07８千円 

3



 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
平成２９年度
（見込み）

件　　　数 203,239 206,039 205,605 203,089 202,487

費　用　額 4,108,636 4,312,668 4,352,735 4,312,853 4,300,070

保険給付費 3,365,775 3,561,218 3,610,193 3,571,259 3,560,674

件　　　数 23,234 18,460 13,636 7,762 2,945

費　用　額 512,517 386,113 254,886 187,170 71,003

保険給付費 421,955 313,177 201,147 155,557 59,011

保険給付費 3,787,730 3,874,395 3,811,340 3,726,816 3,619,685

件　　　数 45 41 39 28 27

保険給付費 19,019 17,340 16,316 11,760 10,080

件　　　数 84 83 85 103 81

保険給付費 4,200 4,150 4,250 15,150 4,050

325,591 349,232 363,091 370,775 380,739

407,730 375,231 353,517 463,292 379,698

333,032 351,232 362,548 373,880 380,722

12,619 12,349 11,988 11,632 11,294

1,257 1,029 721 404 187

13,876 13,378 12,709 12,036 11,481
　

　

　４．医療費等の状況

（下段：千円）

項　　　　　目

　
　一般被保険者の医療の費用額の平成29年度は、平成28年度と比較して0.9％減で、一人当たり
の医療費は1.0％増となっています。なお、被保険者は2.9％（338人）の減です。
　退職被保険者では、平成28年度と比較して被保険者が53.7％（217人）の減となったため、費
用額は、62.1％（116千円）の減となりました。一人当たりの医療費は18.0％減です。保険者全
体では、一人当たりの医療費は1.01％の増加しています。

　

葬　祭　費

退職被保険者

（上段：件数）

1人当たりの
医　療　費

(円）

出産育児費

一般被保険者

年間平均
被保険者数

（人） 合　　計

※1人当たりの医療費は、年間の医療費用額を年間平均被保険者数で除した数値です。

退職被保険者

一般被保険者

退職被保険者

合　　　計

一般被保険者

医
療
の
給
付
費
等

被保険者全体

4



５．国民健康保険料の収納状況 

  （１）保険料の収納状況（平成２９年度） 

平成 30 年 4 月 30 日現在 

項  目 
調 定 額 

         (千円) 

収 入 額 

(千円)

    収 納 率 

平成29年度 

（4/末現在） 

平成28年度 

（ 終） 

現 年 分 

一般 1,082,679 1,038,356 95.90 95.80 

退職 18,409 17,942 97.46 98.54 

計 1,101,088 1,056,298 95.93 95.90 

滞納繰越分 

一般 144,174 42,858 29.72% 31.87% 

退職 3,479 1,097 31.53% 32.43% 

計 147,653 43,955 29.76% 31.88% 

 

 

（２）保険料収納率の向上対策 

①納付相談の開催 

納付機会を増やすため、休日及び夜間の納付相談（窓口開放）を実施した。 

 内  容 主な実績 

平成２９年４月２日（日） 休日納付相談 相談３件 

平成２９年５月２１日（日） 休日納付相談 ０件 

平成２９年９月１７日（日） 
休日納付相談、

多重債務相談 

納付 1件 

10,000 円 

平成３０年１月２８日（日） 休日窓口開庁 
相談 2件、納付 2件 

14,500 円 

平成３０年２月２５日（日） 休日窓口開庁 
相談 2件、納付 3件 

119,900 円 

平成３０年３月２５日（日） 休日窓口開庁 相談 2件 

毎月第３金曜日 4月～3月まで 12 回 夜間納付相談 
相談 10 件、納付 34 件

819,700 円 

    

  

②滞納処分の実施 

         財産があっても納付しない滞納者に対し差し押えによる滞納処分を実施した。 

         ・平成２８年度  140 件 6,090,461 円 

・平成２９年度  121 件 5,052,326 円 

 

5



③ 収納対策の研修 

◎収納率向上アドバイザー派遣事業により、収納率向上のための研修を行った。 

・平成２９年７月２０日（木） 

岐阜県国民健康保険料（税）収納率向上アドバイザー 青柳進氏 

（公益財団法人 東京税務協会 専門講師） 

 

④ 口座振替の促進 

80％以上の振替率を維持。 

８２．３７％（平成２９年６月末現在） 

 

⑤ 資格証明書、短期保険証の対象世帯 

資格証明書・短期保険証の対象世帯 

平成 30 年 3 月 31 日現在 

 
国保 

世帯数

資格証明書 短期保険証 合  計 

件数 交付率 件数 交付率 件数 交付率

平成２８年度 7,191 12 0.16% 274 3.81% 286 3.97%

平成２９年度 6,987 25 0.36% 256 3.66% 281 4.02%

 

納付相談や保険証更新の催促に応じない被保険者について、資格証明書を交付した。 

短期保険証は、滞納している被保険者に対して、6 ヶ月以内の期間を定めた被保険者

証を交付している。 
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6. 事業勘定 当初予算の状況（平成30年度）
 

      （単位：円）

平成29年度
予算額　Ａ

平成30年度
予算額　Ｂ

比　較　Ｂ－Ａ

827,587,000 784,887,000 △ 42,700,000

174,954,000 283,533,000 108,579,000

95,878,000 73,608,000 △ 22,270,000

① 1,098,419,000 1,142,028,000 43,609,000

18,440,000 3,174,000 △ 15,266,000

3,900,000 1,135,000 △ 2,765,000

7,173,000 1,150,000 △ 6,023,000

② 29,513,000 5,459,000 △ 24,054,000

③ 1,127,932,000 1,147,487,000 19,555,000

　 783,365,000 0 △ 783,365,000

　 34,649,000 0 △ 34,649,000

（普通調整分） 　 183,037,000 0 △ 183,037,000

（特別調整分） 　 39,034,000 0 △ 39,034,000

　 8,843,000 0 △ 8,843,000

④ 1,048,928,000 0 △ 1,048,928,000

⑤ 121,052,000 0 △ 121,052,000

高額医療費共同事業負担金 　 346,490,000 0 △ 346,490,000

財政健全化特別対策事業 　 15,019,000 14,004,000 △ 1,015,000

（普通調整分） 　 228,675,000 3,414,840,000 3,186,165,000

（特別調整分） 0 55,502,000 55,502,000

　 8,842,000 12,230,000 3,388,000

⑧ 287,185,000 3,496,576,000 3,209,391,000

⑨ 1,873,075,000 0 △ 1,873,075,000

⑩ 1,342,426,000 0 △ 1,342,426,000

　 283,227,000 229,204,000 △ 54,023,000

　 137,644,000 139,762,000 2,118,000

　 12,600,000 9,800,000 △ 2,800,000

　 15,788,000 16,653,000 865,000

　 25,523,000 21,886,000 △ 3,637,000

⑪ 474,782,000 417,305,000 △ 57,477,000

⑫ 186,469,000 1,000 △ 186,468,000

⑬ 661,251,000 417,306,000 △ 243,945,000

⑭ 1,000 1,000 0

⑮ 3,750,000 5,230,000 1,480,000

6,465,600,000 5,066,600,000 △ 1,399,000,000

後期高齢者支援金分

後期高齢者支援分

県補助金

前期高齢者交付金（支払基金）

介護納付金分

小計

　　　　　　計　①＋②

国
庫
支
出
金

療養給付費等負担金

高額医療費共同事業負担金

　

その他の収入

小計

保険給付基金

計　⑪+⑫

繰越金

　　　合　　計　

繰
入
金

一
般
会
計

市
町
村
補
助

出産育児一時金

財政安定化支援事業

その他

県
支
出
金

財政調整交付金

計

高額医療共同事業交付金(連合会）

療養給付費交付金（支払基金）

財政調整交付金

（１）歳 入

科    目

保
険
料
（
税
）

一
般
被
保
険
者

医療給付分

保険基盤安定分

職員給与費等

介護納付金分

小計

退
職
被
保
険
者

医療給付費分

国庫補助金

　　　　　　　計　　　　　

③+④+⑤+⑧+⑨+⑩
+⑬+⑭+⑮



      （単位：円）

平成29年度
予算額　Ａ

平成30年度
予算額　Ｂ

比　較　Ｂ－Ａ

① 138,751,000 140,842,000 2,091,000

療養給付費 3,215,618,000 2,955,988,000 △ 259,630,000

療養費 22,257,000 27,773,000 5,516,000

高額療養費  474,527,000 385,850,000 △ 88,677,000

移送費  100,000 100,000 0

高額介護合算療養費 500,000 600,000 100,000

小計 ② 3,713,002,000 3,370,311,000 △ 342,691,000

療養給付費 72,660,000 28,259,000 △ 44,401,000

療養費 721,000 305,000 △ 416,000

高額療養費 　 11,575,000 4,763,000 △ 6,812,000

移送費 　 100,000 100,000 0

高額介護合算療養費 500,000 400,000 △ 100,000

小計 ③ 85,556,000 33,827,000 △ 51,729,000

④ 11,960,000 10,702,000 △ 1,258,000

出産育児諸費 ⑤ 18,900,000 14,700,000 △ 4,200,000

葬祭諸費 ⑥ 4,250,000 5,500,000 1,250,000

⑦ 3,833,668,000 3,435,040,000 △ 398,628,000

⑧ 656,273,000 0 △ 656,273,000

⑨ 896,000 0 △ 896,000

⑩ 0 1,315,597,000 1,315,597,000

老人医療費拠出金 1,000 0 △ 1,000

事務費拠出金 24,000 0 △ 24,000

計 ⑪ 25,000 0 △ 25,000

⑫ 247,684,000 0 △ 247,684,000

⑬ 1,428,322,000 0 △ 1,428,322,000

⑭ 0 11,000 11,000

⑮ 23,971,000 30,027,000 6,056,000

⑯ 53,204,000 58,691,000 5,487,000

⑰ 26,284,000 29,644,000 3,360,000

⑱ 300,000 1,957,000 1,657,000

⑲ 6,222,000 4,791,000 △ 1,431,000

⑳ 50,000,000 50,000,000 0

6,465,600,000 5,066,600,000 △ 1,399,000,000

6,465,600,000 5,066,600,000 △ 1,399,000,000

6,465,600,000 5,066,600,000 △ 1,399,000,000

0 0 0

保健事業費

介護納付金

高額医療共同事業拠出金

後期高齢者支援金等

前期高齢者納付金等

特定健康診査等事業費

国民健康保険事業費納付金等

共同事業拠出金

（２）歳 出

科    目

　　計　②+③+④+⑤+⑥

老
人
保
健

拠
出
金

総務費

保
険
給
付
費
等

一
般
被
保
険
者

退
職
被
保
険
者

審査支払手数料

基金等積立金

その他の支出

公営企業補助金

歳入合計

歳出合計

歳入歳出差引額

　　合　計　

予備費

①+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫
+⑬+⑭+⑮+⑯+⑰+⑱



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）平成 29 年度恵那市国保上矢作病院事業

状況並びに平成 30 年度予算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ３ 
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平成２９年度国保上矢作病院事業状況 

 

１．病 院 長  西脇 巨記 

 

２．病 床 数  病床 56 床 （一般病床 56 床） 

 

３．診療科目  内科、呼吸器内科、消化器内科、外科、呼吸器外科、消化器外科、肛門 

外科、整形外科、小児科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科 

（計 12 科） 

 

４．診療機能  24 時間救急医療・人間ドッグ・保健・福祉 

 

５．医療機器  コンピュータ断層撮影装置（ＣＴ）、乳房Ｘ線撮影装置（ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ）等 

 

６．他の機能  ・訪問看護ステーション併設 

・かみやはぎ総合保健福祉センターと連携した健診業務 

・医療ソーシャルワーカーによる相談窓口 

           ・病院群輪番制病院による２次救急当番 

          ・臨床研修医（地域研修）の受入 愛知医科大学病院・岐阜県立多治見・

名古屋市立東部医療ｾﾝﾀｰ・名古屋市立

西部医療ｾﾝﾀｰ・トヨタ記念病院 

 

 

７．診療受付  平日  昼間 午前 8時 30 分～午前 11 時 30 分 

           夜間 午後 5時 00 分～午後 6時 30 分 

 

８．医 師 数（H30.4.1 現在） 

常 勤    非常勤 

内 科       ２人      ６人 

外 科       １人      11 人 

整 形 外 科     ２人 

その他診療科     ３人 

合 計       ３人      22 人 

 

９．平成 29 年度診療実績 

                入院       外来 

診 療 日 数      365 日      243 日 

延 患 者 数     13,251 人     18,744 人 

１ 日 平 均       36.3 人/日     76.8 人/日 
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  ○主な医療機器等の導入 

   ・病院用ベッド更新（９台）・全身麻酔器    

   ・自動分析装置 ・低周波治療器・錠剤分包機 

   ・送迎車両（ハイエース）        

    

  ○訪問看護ステーション 

              介護保険     医療保険     合 計 

    診 療 日 数      244 日      244 日     244 日 

    延 患 者 数     1,873 人      636 人    2,509 人 

    １ 日 平 均        7.6/人          2.6/人     10.2/人 

   

    

 

○地域別入院患者数 

 

 上矢作 岩村 山岡 明智 串原 旧恵那

市 

中津川 豊田・

根羽 

その他 

市町村 

合 計

Ｈ25 7,417 3,772 1,962 1,354 1,213 253 187 1,136 36 17,330

Ｈ26 7,148 3,965 2,528 955 800 136 429 888 48 16,897

Ｈ27 6,458 3,322 2,133 846 1,145 258  94 819 68 15,143

Ｈ28 5,565 2,863 2,223 1,167 1,152 63 198 511 36 13,778

Ｈ29 5,166 2,809 1,441   955 1,457 526 628 258 11 13,251

 

 

○地域別外来患者数 

 

 上矢作 岩村 山岡 明智 串原 旧恵那

市 

中津川 豊田・

根羽 

その他 

市町村 

合 計

Ｈ25 13,394 4,393 1,221 1,909 1,828 267 782 1,189 327 25,310

Ｈ26 13,024 4,003 1,876 1,184 1,646 293 748 1,065 249 24,088

Ｈ27 11,901 3,792 1,498  846 1,530 166 660  888 206 21,487

Ｈ28 10,962 3,390 1,278  934 1,431 216 609  757 178 19,755

Ｈ29 10,220 3,380 1,197  846 1,383 213 522   809  174 18,744
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１０．各科別患者数（外来）の推移 

（単位：人）  

  科 

年 
内科 外科 整形外科 職業病科 合  計 

H25 18,175 3,847 3,258 30 25,310

H26 16,892 3,569 3,609 18 24,088

H27 14,161 3,914 3,405 7 21,487

H28 13,003 3,699 3,046 7 19,755

H29 12,251 3,720 2,765 8 18,744

 

１１．各科別患者数（入院）の推移 

（単位：人） 

  科 

年 
内科 外科 整形外科 職業病科 合  計 

H25 10,565 1,693 5,072 0 17,330

H26 10,820 2,061 4,016 0 16,897

H27 9,962 2,066 3,115 0 15,143

H28 7,181 2,077 4,520 0 13,778

H29 7,518 2,536 3,197 0 13,251

 



（１）収益的収入関係

業務予定量

入院
病床数 56 床 56 床 0 床

一般 56 床 56 床 0 床
療養 0 床 0 床 0 床

診療予定日数 365 日 365 日 0 日
年間延べ患者数 16,425 人 15,330 人 △ 1,095 人

うち国保患者数 1,544 人 1,460 人 △ 84 人
１日平均患者数 45.0 人 42.0 人 △ 3 人

うち国保患者数 4.2 人 4.0 人 △ 0 人
患者1日あたり収入 27,889 円 29,714 円 1,825 円

外来
診療予定日数 243 日 244 日 1 日
年間延べ患者数 22,113 人 20,740 人 △ 1,373 人

うち国保患者数 4,799 人 3,830 人 △ 969 人
１日平均患者数 91.0 人 85.0 人 △ 6 人

うち国保患者数 19.7 人 15.7 人 △ 4 人
患者1日あたり収入 14,000 円 14,500 円 500 円

訪問看護ステーション
診療予定日数 243 日 244 日 1 日
年間延べ患者数 2,125 件 1,786 件 △ 339 件

うち国保患者数 319 件 268 件 △ 51 件
１日平均患者数 8.8 件 7.3 件 △ 2 件

うち国保患者数 1.3 件 1.1 件 △ 0 件
患者1日あたり収入 13,576 円 15,088 円 1,512 円

予算額(収益的収入）

病院事業収益 1,042,000 千円 1,030,000 千円 △ 12,000 千円

医業収益 890,487 千円 881,898 千円 △ 8,589 千円

入院収益 458,075 千円 455,520 千円 △ 2,555 千円

外来収益 309,582 千円 300,730 千円 △ 8,852 千円

その他医業収益 122,830 千円 125,648 千円 2,818 千円

医業外収益 122,664 千円 121,154 千円 △ 1,510 千円

訪問看護ステーション 28,849 千円 26,948 千円 △ 1,901 千円

特別利益 0 千円 0 千円 0 千円

平成30年度

増減額平成30年度

平成29年度

平成30年度　国民健康保険上矢作病院事業会計　当初予算概要

項目

項目 平成29年度

特定健診などの検診料・予防接
種料・職員健診料・病院群輪番
制運営事業収入・救急病院に要
する一般会計負担金など

増減額

・一般会計負担金84,331千円
・一般会計補助金31,487千円
・国保調整交付金   484千円
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（２）収益的支出関係

職員数

職員数 61 名 60 名 △ 1 名

上矢作病院 57 名 56 名 △ 1 名

医師 3 名 3 名 0 名

看護師 30 名 29 名 △ 1 名

医療技術員 13 名 13 名 0 名

事務職員 6 名 6 名 0 名

労務員 5 名 5 名 0 名

訪問看護ステーション 4 名 4 名 0 名

看護師 4 名 4 名 0 名

予算額〔収益的支出）

病院事業費用 1,042,000 千円 1,030,000 千円 △ 12,000 千円

医業費用 978,350 千円 969,994 千円 △ 8,356 千円

給与費 581,198 千円 590,213 千円 9,015 千円

その他医業費用 397,152 千円 379,781 千円 △ 17,371 千円

医業外費用 28,078 千円 23,591 千円 △ 4,487 千円

訪問看護ステーション 34,572 千円 35,415 千円 843 千円

給与費 31,699 千円 32,576 千円 877 千円

その他費用 2,873 千円 2,839 千円 △ 34 千円

予備費 1,000 千円 1,000 千円 0 千円

増減額

平成29年度

項目

・薬剤師　3
・診療放射線技師　2
・臨床検査技師　3
・理学療法士　4
・管理栄養士　1

平成29年度 平成30年度

増減額項目

薬品などの材料費・委託料など
の経費・減価償却費・研究研修
費など

企業債利息・消費税及び地方消
費税など

平成30年度
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（３）資本的収入関係

予算額（資本的収入）

資本的収入 96,185 千円 43,329 千円 △ 52,856 千円

企業債 62,800 千円 32,000 千円 △ 30,800 千円

補助金 21,597 千円 0 千円 △ 21,597 千円

出資金 11,788 千円 11,329 千円 △ 459 千円

（４）資本的支出関係

予算額（資本的支出）

資本的支出 106,853 千円 53,524 千円 △ 53,329 千円

建設改良費 88,950 千円 37,252 千円 △ 51,698 千円

固定資産購入費 88,950 千円 37,252 千円 △ 51,698 千円

企業債元金償還金 17,903 千円 16,272 千円 △ 1,631 千円

建設改良費明細

29,700 千円

631 千円

2,525 千円

1,328 千円

443 千円

1,000 千円 35,627 千円

543 千円

1,082 千円 1,625 千円

合計 37,252 千円

・電子式診断用スパイロメーター

・タニケットシステム

※資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補填する。

医療機器購
入費

備品購入費

・Ｘ線透視撮影装置

・緊急医療機器

・テーブル型冷凍冷蔵庫

・送信機

・手動式除細動器

項目

合計

項目

・H29年度末予定未償還残高
　　　　160,397千円

平成30年度 増減額

平成29年度 平成30年度 増減額

・食器洗浄機

金額項目

平成29年度
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（４）平成 29 年度恵那市国保診療所事業状

況並びに平成 30 年度予算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 料 ４ 



1 

平成２９年度国保診療所事業状況 

 

《国保三郷診療所》 

１．所  長  重光 良雄 

２．診療科目  内科・小児科 

３．主な設備  Ｘ線装置、心電計、腹部超音波装置、薬剤分包機 

４．他の業務  居宅療養管理指導、往診 

５．診療受付  平日  午前診療 午前 8時 30 分～午前 11 時 30 分 

午後診療 午後 1時 30 分～午後 4時 30 分 

６．職 員 数（H30.4.1 現在） 

常勤 医師 1 人（H24 より嘱託）、臨時看護師 1人、医事業務委託（1 人） 

７．平成 29 年度診療実績 

診 療 日 数          ２３８日 

延 患 者 数         ２，８５３人 

１ 日 平 均        １２．０人／日 

 

 

《国保飯地診療所》 

１．所  長  板橋 雄二 

２．診療科目  内科・小児科・外科 

３．主な設備  Ｘ線装置、心電計、腹部超音波装置、薬剤分包機 

４．他の業務  居宅療養管理指導、往診 

５．診療受付  平日  午前診療 午前 9時 00 分～午前 12 時 00 分 

午後診療 午後 4時 00 分～午後 5時 00 分 

６．職 員 数（H30.4.1 現在） 

常勤 医師 1 人、准看護師 1人、医事業務委託（1人） 

７．平成 29 年度診療実績 

診 療 日 数             ２３３日 

延 患 者 数               ３，６４０人 

１ 日 平 均           １５．６人／日 

・Ｘ線診断装置更新 

 

 

《国保岩村診療所（恵那市透析センター）》 

１．所  長  前野 禎 

２．診療科目  内科・小児科・整形外科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科 

３．主な設備  Ｘ線テレビ透視撮影装置、超音波診断装置、心電計、薬剤分包機、 

        血球計測装置、生化学分析装置 

４．他の業務  訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、往診 

５．診療受付  平日  午前診療 午前 8時 30 分～午前 11 時 30 分 

午後診療 午後 2時 00 分～午後 5時 00 分 

            （透析センターは、月～土曜日診療） 
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６．職 員 数（H30.4.1 現在） 

○診 療 所   常勤 9人  非常勤 6 人  （ ）内は臨時職員 10 人 

常勤医師 1人、非常勤医師（小児科 2人・内科 2人・整形外科 1 人・耳 

鼻咽喉科 1 人）、看護師 4 人（1 人）、准看護師（1 人）、放射線技師 1 人

（2 人）、検査技師 1 人（2 人）、理学療法士 1 人、事務 1 人（1 人）、医

事業務委託（2人）、労務（1人） 

     ○透析センター  常勤 8 人  非常勤 4人  （ ）内は臨時職員 1 人 

常勤医師 1人（診療所医師兼務）、非常勤医師 4 人、看護師 5人、准看護

師（1人）、臨床工学技士 3人 

７．平成 29 年度診療実績 

              診療所         透析センター 

診 療 日 数        ２４４日      ３１３日 

延 患 者 数      １１，３３１人     ４，４８６人 

１ 日 平 均     ４６．４人／日   １４．３人／日 

・汎用超音波画像診断装置更新 

 

   

《国保山岡診療所（歯科診療所）》【指定管理者制度】 

１．管理者（所長）  改田 哲 

２．診 療 科 目  内科・胃腸科・小児科・放射線科・整形外科・歯科 

３．主 な 設 備  上部内視鏡装置、腹部エコー、心電計、視力検査装置、薬剤分

包機、血球計測装置、生化学分析装置 

４．他 の 業 務  在宅訪問、往診、ショートステイ回診、デイサービス往診・口

腔ケア 

５．診 療 受 付  平日  午前診療 午前 8 時 30 分～午前 11 時 30 分 

午後診療 午後 2時 00 分～午後 4時 30 分 

             （医科 毎週火曜日は午後 7 時まで） 

（歯科 午後 1時 30 分～） 

６．職 員 数（H30.4.1 現在） 

診 療 所  常勤 6人  非常勤 4人  （ ）内は臨時職員 4人 

医師 1人、非常勤派遣医師 3人、医療業務委託医師整形外科 1人、 

歯科医師 1人、看護師 3 人、歯科衛生士（2人）、事務 1人（1 人）、

医事業務委託（1人） 

７．平成 29 年度診療実績 

               医 科       歯 科 

診 療 日 数     ２４４日       ２３２日 

延 患 者 数   ７，５８２人      ４，５４１人 

１ 日 平 均  ３１．１人／日    １９．６人／日 
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《国保串原診療所》 

１．所  長  渡邉 駿 

２．診療科目  内科・小児科・外科 

３．主な設備  心電計、薬剤分包機 

４．診療受付  火曜日 午後診療 午後 1時 00 分～午後 5時 00 分 

５．職 員 数（H30.4.1 現在） 

非常勤医師 2 人（国保上矢作病院 2 人）薬剤師（国保上矢作病院 1人）、臨時准看護

師 1人（国保上矢作病院 1人）、医療事務 1 人（国保上矢作病院 1 人） 

６．平成 29 年度診療実績 

診 療 日 数          ４８日 

延 患 者 数          ５４７人 

１ 日 平 均     １１．４人／日 

 

 

《国保上矢作歯科診療所》 

１．所  長  石黒 幸司 

２．診療科目  歯科・小児歯科 

３．主な設備  診療チェア 4 台、Ｘ線装置（パノラマ 1 台、デンタル 1台） 

４．他の業務  往診 

５．診療受付  平日  午前診療 午前 9時 00 分～午前 12 時 00 分 

午後診療 午後 1時 30 分～午後 5時 00 分 

（火曜日・金曜日は午後 7時まで） 

第 1・第 3木曜日は休診 

６．職員数（H30.4.1 現在） 

歯科医師 1人、臨時歯科医師 1 人、歯科衛生士 1人、臨時歯科助手 1 人 

７．平成 29 年度診療実績 

診 療 日 数         ２０８日 

延 患 者 数        ３，０３９人 

１ 日 平 均      １４．６人／日 
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■各診療所の患者数の推移 

       （単位：人）

科 

 年 

医科 歯科 透析 

センター 
合計 

三郷 飯地 岩村 山岡 串原 山岡 上矢作 

H25 3,237 5,056 14,492 7,886 994 5,658 3,837 3,733 44,893

H26 3,125 4,551 12,710 7,487 877 4,827 3,748 4,612 41,937

H27 3,103 4,201 12,576 7,828 739 4,632 4,137 4,899 42,115

H28 2,871 3,959 12,226 7,722 664 4,193 3,165 4,757 39,557

H29 2,853 3,640 11,331 7,582 547 4,541 3,039 4,486 38,019

 

 

 

 

 

 

 

 

 



①　収益的収入関係

合 計
三 郷
診 療 所

飯 地
診 療 所

岩 村
診 療 所

山 岡
診 療 所

串 原
診 療 所

山岡歯科
診 療 所

上矢作歯科
診 療 所

透 析
センター

地域医療課

30年度 ----- 244 244 244 244 48 244 224 312 -----

29年度 ----- 244 244 244 244 48 244 221 313 -----

増減 ----- 0 0 0 0 0 0 3 -1 -----

30年度 37,151 2,732 3,830 10,809 7,320 556 4,392 3,005 4,507 -----

29年度 38,278 2,806 4,026 11,736 7,344 628 4,343 3,027 4,368 -----

増減 -1,127 -74 -196 -927 -24 -72 49 -22 139 -----

30年度 9,350 820 766 2,702 1,830 111 1,318 902 901 -----

29年度 9,434 830 805 3,026 1,659 101 1,147 862 1,005 -----

増減 -84 -10 -39 -324 171 10 171 40 -104 -----

30年度 174.2 11.2 15.7 44.3 30.0 11.6 18.0 13.4 30.0 -----

29年度 180.8 11.5 16.5 48.1 30.1 13.1 17.8 13.7 30.0 -----

増減 -6.6 -0.3 -0.8 -3.8 -0.1 -1.5 0.2 -0.3 0.0 -----

30年度 44.7 3.4 3.1 11.1 7.5 2.3 5.4 4.0 7.9 -----

29年度 46.1 3.4 3.3 12.4 6.8 2.1 4.7 3.9 9.5 -----

増減 -1.4 0.0 -0.2 -1.3 0.7 0.2 0.7 0.1 -1.6 -----

30年度 8,084 9,693 12,124 6,571 0 15,878 0 8,297 27,212 -----

29年度 11,606 9,444 13,755 7,413 11,724 13,139 7,037 7,070 29,543 -----

増減 -3,521 248 -1,631 -842 -11,724 2,739 -7,037 1,227 -2,331 -----

患者１人当り収入見込 (円)

※１　串原診療所は火曜日、午後のみ診療、上矢作歯科診療所は第１・３木曜日休診（火・金午後７時まで診療）、

      山岡診療所は毎週火曜日午後７時まで診療、透析センターは月～土曜日診療

(人)

　うち国保患者数見込 (人)

１日平均患者数見込 (人)

　うち国保患者数見込 (人)

平成３０年度　恵那市国民健康保険診療所事業会計　当初予算概要

項　　　　　目

診療予定日数
※1 (日)

年間延べ患者数見込
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合 計
三 郷
診 療 所

飯 地
診 療 所

岩 村
診 療 所

山 岡
診 療 所

串 原
診 療 所

山岡歯科
診 療 所

上矢作歯科
診 療 所

透 析
センター

地域医療課

30年度 325,369 31,657 49,295 86,725 0 9,318 0 25,730 122,644 -----

29年度 488,268 32,300 59,686 105,281 99,063 9,480 30,563 22,853 129,042 -----

増減 -162,899 -643 -10,391 -18,556 -99,063 -162 -30,563 2,877 -6,398 -----

30年度 300,347 26,481 46,435 71,027 0 8,828 0 24,932 122,644 -----

29年度 444,236 26,501 55,379 87,000 86,100 8,251 30,563 21,400 129,042 -----

増減 -143,889 -20 -8,944 -15,973 -86,100 577 -30,563 3,532 -6,398 -----

30年度 25,022 5,176 2,860 15,698 0 490 0 798 -----

29年度 44,032 5,799 4,307 18,281 12,963 1,229 0 1,453 -----

増減 -19,010 -623 -1,447 -2,583 -12,963 -739 0 -655 0 -----

30年度 240,931 11,997 23,588 84,756 24,508 4,759 13,709 24,129 23,634 29,851

29年度 241,432 12,900 14,714 66,419 34,137 5,020 16,237 29,247 30,558 32,200

増減 -501 -903 8,874 18,337 -9,629 -261 -2,528 -5,118 -6,924 -2,349

30年度 27,000 6,000 9,000 2,000 1,000 2,000 7,000

29年度 12,000 2,000 2,000 1,000 2,000 5,000

増減 15,000 6,000 7,000 0 0 0 0 2,000 0 0

30年度 213,931 5,997 14,588 84,756 22,508 3,759 11,709 17,129 23,634 29,851

29年度 229,432 12,900 12,714 66,419 32,137 4,020 14,237 24,247 30,558 32,200

増減 -15,501 -6,903 1,874 18,337 -9,629 -261 -2,528 -7,118 -6,924 -2,349

30年度 566,300 43,654 72,883 171,481 24,508 14,077 13,709 49,859 146,278 29,851

29年度 729,700 45,200 74,400 171,700 133,200 14,500 46,800 52,100 159,600 32,200

増減 -163,400 -1,546 -1,517 -219 -108,692 -423 -33,091 -2,241 -13,322 -2,349

※２　他医業収益は、介護報酬・特定健診などの健診料・予防接種料・学校医等報酬・在宅当番医制事業収入・文書料など。
※３　その他収益は、国保調整交付金（へき地直営診療所運営補助金）・一般会計補助金・一般会計負担金・雑入など。

　うち国保調整交付金 (千円)

　うち一般会計補助等 (千円)

診療所事業収益 (千円)

　うち外来収益 (千円)

　うち他医業収益
※2 (千円)

その他収益
※3 (千円)

項　　　　　目

医業収益 (千円)
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②　収益的支出関係

合 計
三 郷
診 療 所

飯 地
診 療 所

岩 村
診 療 所

山 岡
診 療 所

串 原
診 療 所

山岡歯科
診 療 所

上矢作歯科
診 療 所

透 析
センター

地域医療課

30年度 4 1 1 1 1 -----

29年度 4 1 1 1 1 -----

増減 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -----

30年度 11 1 4 6 -----

29年度 12 1 4 7 -----

増減 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -----

30年度 6 2 1 3 -----

29年度 7 2 2 3 -----

増減 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 -----

30年度 3 1 2

29年度 4 1 3

増減 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

30年度 24 1 2 8 0 0 0 2 9 2

29年度 27 1 2 8 0 0 0 3 10 3

増減 -3 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1

※　　職員数は、各年度4月1日現在
※４　三郷診療所はH24より嘱託医師。串原診療所医師は国保上矢作病院より派遣、透析センター医師は岩村診療所と兼務。山岡診療所・山岡歯科診療所はH29より
　　　指定管理者制度に移行。
※５　三郷診療所、串原診療所看護師は、臨時職員にて対応。山岡診療所はH29より指定管理者制度に移行。
※６　医療技術員は、放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・臨床工学技士・歯科衛生士。

職員事務員数 (人)

職員合計数 (人)

項　　　　　目

職員医師数
※4 (人)

職員看護師数
※5 (人)

職員医療技術員数
※6 (人)
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合 計
三 郷
診 療 所

飯 地
診 療 所

岩 村
診 療 所

山 岡
診 療 所

串 原
診 療 所

山岡歯科
診 療 所

上矢作歯科
診 療 所

透 析
センター

地域医療課

30年度 549,290 42,126 70,188 168,621 23,040 13,177 13,661 48,936 141,018 28,523

29年度 701,797 43,594 71,548 168,469 123,400 13,637 43,689 51,133 155,519 30,808

増減 -152,507 -1,468 -1,360 152 -100,360 -460 -30,028 -2,197 -14,501 -2,285

30年度 315,732 18,930 34,133 115,985 0 0 0 36,268 82,292 28,124

29年度 316,092 19,033 34,261 111,072 0 823 0 34,012 86,699 30,192

増減 -360 -103 -128 4,913 0 -823 0 2,256 -4,407 -2,068

30年度 233,558 23,196 36,055 52,636 23,040 13,177 13,661 12,668 58,726 399

29年度 385,705 24,561 37,287 57,397 123,400 12,814 43,689 17,121 68,820 616

増減 -152,147 -1,365 -1,232 -4,761 -100,360 363 -30,028 -4,453 -10,094 -217

30年度 17,010 1,528 2,695 2,860 1,468 900 48 923 5,260 1,328

29年度 27,903 1,606 2,852 3,231 9,800 863 3,111 967 4,081 1,392

増減 -10,893 -78 -157 -371 -8,332 37 -3,063 -44 1,179 -64

30年度 566,300 43,654 72,883 171,481 24,508 14,077 13,709 49,859 146,278 29,851

29年度 729,700 45,200 74,400 171,700 133,200 14,500 46,800 52,100 159,600 32,200

増減 -163,400 -1,546 -1,517 -219 -108,692 -423 -33,091 -2,241 -13,322 -2,349

※７　給与費は、職員給料・手当・共済費・臨時職員賃金など。
※８　他医業費用は、薬品などの材料費・医師派遣委託料などの経費・減価償却費・研究研修費など。
※９　その他費用は、企業債利息・消費税及び地方消費税・予備費など。

診療所事業費用 (千円)

　うち給与費
※7 (千円)

　うち他医業費用
※8 (千円)

その他費用
※9 (千円)

項　　　　　目

医業費用 (千円)
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③　資本的収入及び支出関係

合 計

30年度 61,170

29年度 22,972

増減 38,198

30年度 66,000

29年度 29,700

増減 36,300

30年度 31,831

29年度 16,269

増減 15,562

30年度 14,169

29年度 13,431

増減 738

30年度 20,000

29年度 0

増減 20,000

※10　資本的収入見込み額が資本的支出見込み額に対し不足する額は、過年度分損益勘定留保資金などで補てんする。

　うち企業債元金償還金 (千円)

飯地、岩村、山岡、串原、上矢作歯科、透析　　診療所等建設、医療機器購入

13本　平成29年度末未償還残高：164,969千円  年利率：0.125～6.05％

資本的支出
※10 (千円)

　うち建設改良費 (千円)

骨密度測定器（飯地）　歯科用ﾁｪｱﾕﾆｯﾄ（上矢作歯科）、人工透析装置（透析ｾﾝﾀｰ） 他備品等

Ｘ線診断装置（飯地）　超音波診断装置（岩村） 他備品等

項　　　　　目 内　　　　　　　　　　容

資本的収入
※10 (千円)

企業債28,400千円　国庫補助金3,218千円　一般会計出資金 9,552千円　貸付金返済金20,000千円

企業債 9,700千円　国庫補助金2,160千円　一般会計出資金11,112千円

　うち貸付金 (千円)

山岡診療所短期貸付金
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「恵那市国民健康保険条例の一部改正」について 
所管課 保険年金課 

 
１.【改正理由】 

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正

する法律」（平成 27 年５月成立）により、国民健康保険については都道府県が

財政運営の責任主体となること、平成 30 年度税制改正の大綱」（平成 29 年 12

月 22 日閣議決定）において、国民健康保険税の課税限度額を引き上げるととも

に、国民健康保険税の軽減措置について、5割軽減及び 2割軽減の対象世帯に係

る所得判定基準を改正することとされたことに伴い、国民健康保険法施行令（昭

和 33 年政令第 362 号）の一部を改正する政令が平成 30 年１月 31 日公布された

ので、恵那市国民健康保険条例の一部を改正する。 

 
２.【内 容】 
 （１）国民健康保険料の基礎賦課総額について、市から県へ納付する国民健

康保険事業費納付金を加える。 
 （２）岐阜県国民健康保険運営協議会が示した国民健康保険料の賦課方式を

現行４方式（所得割・資産割・均等割・平等割）から３方式（所得割・均

等割・平等割）に変更する。また所得割の賦課総額を現行 100 分の 40 から

100 分の 50 へ引き上げる。 
 （３）国民健康保険料の賦課限度額を引き上げるとともに、国民健康保険料

の軽減措置について、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基

準を改正する。 

・国民健康保険料の賦課限度額の引き上げ 

国民健康保険の保険料の基礎賦課額にかかる賦課限度額を現行 54 万円か

ら 58 万円に引き上げる。 

・国民健康保険料の減額の対象となる軽減所得判定基準の引き上げ 

被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準について、  

5 割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に

乗ずべき金額を現行 27 万円から 27 万 5 千円に引き上げ、２割軽減の対象

となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額を

現行 49 万円から 50 万円に引き上げる。 

 
３.【施 行 日】平成 30 年４月１日  
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恵那市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 恵那市国民健康保険条例（平成16年恵那市条例第98号）の一部を次の

ように改正する。 

 第１条（見出しを含む。）中「国民健康保険」を「国民健康保険の事

務」に、「法令で定める」を「法令に定めがある」に改める。 

 第２条の見出しを「（本市の国民健康保険の運営に関する協議会の委

員の定数）」に改め、同条中「国民健康保険運営協議会」を「本市の国

民健康保険事業の運営に関する協議会」に、「委員の定数」を「定数」

に、「次に」を「次の各号に」に改める。 

 第４条中「民法（明治31年法律第９号）」を「民法（明治29年法律第

89号）」に改める。 

 第10条の２を次のように改める。 

（保険料の賦課額） 

第10条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき

算定した基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）

第29条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）

及び後期高齢者支援金等賦課額（国民健康保険法施行令第29条の７第

１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）

並びに介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令第29条の７第

１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）

につき算定した介護納付金賦課額（国民健康保険法施行令第29条の７

第１項第３号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）の合

算額とする。 

 第10条の３第１号及び第２号を次のように改める。 

 （１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）

の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額

並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び

高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るも

のに限る。）の額 
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  イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第22条の規定により読み替

えられた法第75条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をい

う。以下この条において同じ。）の納付に要する費用（県が行う

国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、県の国民健康保

険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定

による後期高齢者支援金等（以下｢後期高齢者支援金等｣という。）、

高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下｢病床転

換支援金等｣という。）及び介護保険法（平成９年法律第123号）

の規定による納付金（以下｢介護納付金｣という。）の納付に要す

る費用に充てる部分を除く。）の額 

  ウ 法第81条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する

費用の額 

  エ 法第81条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借

入金の償還に要する費用の額 

  オ 保健事業に要する費用の額 

  カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の

執行に要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の

給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当す

る額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、

保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送

費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支

援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。）及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用の額を除く。） 

 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法第74条の規定による補助金の額 

  イ 法附則第22条の規定により読み替えられた第75条の規定によ

り交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後
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期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要

する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係

るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）

の額 

  ウ 法第75条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エに

おいて｢国民健康保険保険給付費等交付金｣という。）（退職被保

険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第22条の規定により

読み替えられた法第70条第１項に規定する療養の給付等に要す

る費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の額 

  エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の

執行に要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項

の規定により読み替えられた法第72条の３第１項の規定による

繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の

療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）を除く。）の額 

 第11条中｢、資産割額｣を削る。 

 第13条を次のように改める。 

第13条 削除 

第14条第１項第１号中「一般被保険者に係る」を削り、「100分の40」

を「100分の50」に改め、同項第２号を削り、同項第３号中「一般被保険

者に係る」を削り、「当該年度の初日における一般被保険者の数」を「当

該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における一般被保険

者の数等を勘案して算定した数」に改め、同号を同項第２号とし、同項

第４号ア中「初日」を「前年度及びその直前の２か年度の各年度」に、

「世帯の数」を「世帯の数等を勘案して算定した数」に改め、同号を同

項第３号とする。 

第14条の２中｢、資産割額｣を削る。 

 第14条の４を次のように改める。 

第14条の４ 削除 

 第14条の５の２各号中「第14条第１項第４号」を「第14条第１項第３

号」に改める。 

 第14条の６中「54万円」を「58万円」に改める。 
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 第14条の６の２第１号及び第２号を次のように改める。 

 （１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部

分であって、県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限

る。次号において同じ。） 

 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定に

より交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係

るものに限る。）の額 

  イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条

第１項の規定により読み替えられた法第72条の３第１項の規定

による繰入金を除く。）の額 

 第14条の６の３中｢、資産割額｣を削る。 

 第14条の６の５を次のように改める。 

第14条の６の５ 削除 

第14条の６の６第１項第１号中「100分の40」を「100分の50」に、「国

民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）」を「国民健康保険法施行

令」に、「第32条の９」を「第32条の９の２」に改め、同項第２号を削

り、同項第３号中「初日」を「前年度及びその直前の２か年度の各年度」

に、「一般被保険者の数」を「一般被保険者の数等を勘案して算定した

数」に改め、同号を同項第２号とし、同項第４号ア中「初日」を「前年

度及びその直前の２か年度の各年度」に、「一般被保険者が属する世帯

の数」を「一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数」に

改め、同号を同項第３号とする。 

 第14条の６の７中｢、資産割額｣を削る。 

 第14条の６の９を次のように改める。 

第14条の６の９ 削除 

 第14条の６の11各号中「第14条の６の６第１項第４号」を「第14条の
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６の６第１項第３号」に改める。 

 第14条の７第１号及び第２号を次のように改める。 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

  ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定に

より交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係

るものに限る。）の額 

  イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条

第１項の規定により読み替えられた法第72条の３第１項の規定

による繰入金を除く。）の額 

 第14条の８中｢、資産割額｣を削る。 

 第14条の10を次のように改める。 

第14条の10 削除 

第14条の11第１項第１号中「100分の40」を「100分の50」に改め、同

項第２号を削り、同項第３項中「初日」を「前年度及びその直前の２か

年度の各年度」に、「介護納付金賦課被保険者の数」を「介護納付金賦

課被保険者の数等を勘案して算定した数」に改め、同号を同項第２号と

し、同項第４号中「初日」を「前年度及びその直前の２か年度の各年度」

に、「世帯の数」を「世帯の数等を勘案して算定した数」に改め、同号

を同項第３号とする。 

第18条第１項各号列記以外の部分中「54万円」を「58万円」に改め、

同項第２号中「27万円」を「27万5,000円」に改め、同項第３号中「49万

円」を「50万円」に改め、同条第４項及び第５項中「54万円」を「58万

円」に改める。 

第26条第２項を次のように改める。 

２ 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則

（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号に規定する雇用
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保険受給資格者証の提示を求められた場合においては、これを提示し

なければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の恵那市国民健康保険条例の規定は、平成30

年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険

料については、なお従前の例による。  
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恵那市国民健康保険条例の一部改正について（平成16年恵那市条例第98号） 

新 旧 

（本市が行う国民健康保険の事務） （本市が行う国民健康保険   ） 

第１条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるものの

ほか、この条例の定めるところによる。 

第１条 本市が行う国民健康保険  については、法令で定める   ものの

ほか、この条例の定めるところによる。 

  

（本市の国民健康保険の運営に関する協議会の委員の定数） （国民健康保険運営協議会委員の定数） 

第２条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会（以下「協議会」とい

う。）の定数   は、次の各号に定めるところによる。 

第２条 国民健康保険運営協議会          （以下「協議会」とい

う。）の委員の定数は、次に   定めるところによる。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

  

第３条 （略） 第３条 （略） 

  

 （適用除外）  （適用除外） 

第４条 児童福祉法（昭和22年法律第164号）の規定により、児童福祉施設に

入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法（明治29年

法律第89号）の規定による扶養義務者のいない者は、被保険者としない。 

第４条 児童福祉法（昭和22年法律第164号）の規定により、児童福祉施設に

入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法（明治31年

法律第９号）の規定による扶養義務者のいない者は、被保険者としない。 

  

第５条～第10条 （略） 第５条～第10条 （略） 

  

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第10条の２ 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定し

た基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和33年政令第362号）第29条の７第

１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金

等賦課額（国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者

支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保険者（国民健

康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者を

いう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（国民健康保険法施行令

第10条の２ 保険料の賦課額は、被保険者である世帯主及びその世帯に属する

被保険者につき算定した基礎賦課額（令第29条の７第１項に規定する基礎賦

課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等賦課額（同項に規定する

後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保

険者（同項に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき

算定した介護納付金賦課額（同項に規定する介護納付金賦課額をいう。以下

同じ。）の合算額とする。 
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新 旧 

第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。）の合

算額とする。 

  

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） （一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第10条の３ （略） 第10条の３ （略） 

（１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （１） 当該年度における療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るも

のに限る。）の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した

額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪

問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費

の支給に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額、高齢者医療

確保法の規定による前期高齢者納付金等（以下「前期高齢者納付金等」と

いう。）の納付に要する費用の額、保健事業に要する費用の額、法第81条の

２第１項第１号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規定に

よる拠出金に相当する額及び同条第１項第２号に掲げる交付金を交付する

事業に係る同条第２項の規定による拠出金の２分の１に相当する額並びに

その他の国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務（前期高齢

者納付金等、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後

期高齢者支援金等」という。）及び高齢者医療確保法の規定による病床転

換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）並びに介護保険法（平成

９年法律第123号）の規定による納付金（以下「介護納付金」という。）の

納付に関する事務を含む。次号において同じ。）の執行に要する費用を除

く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該

給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、退職被保険者等に係る

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看

護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支

給に要する費用の額並びに後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介
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新 旧 

護納付金の納付に要する費用の額を除く。）の合算額から法附則第７条第

１項第２号に規定する調整対象基準額に同号に規定する退職被保険者等所

属割合（以下「退職被保険者等所属割合」という。）を乗じて得た額を控除

した額（高齢者医療確保法の規定による前期高齢者交付金がある場合には、

これを控除した額） 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額から

当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事

療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、

特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する

費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額 

（追加） 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第22条の規定により読み替えられ

た法第75条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条

において同じ。）の納付に要する費用（県が行う国民健康保険の一般被保

険者に係るものに限り、県の国民健康保険に関する特別会計において負

担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下｢後期高

齢者支援金等｣という。）、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援

金等（以下｢病床転換支援金等｣という。）及び介護保険法（平成９年法律

第123号）の規定による納付金（以下｢介護納付金｣という。）の納付に要

する費用に充てる部分を除く。）の額 

 

ウ 法第81条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額  

エ 法第81条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償

還に要する費用の額 

 

オ 保健事業に要する費用の額  

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費

用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに
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入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問

看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の

支給に要する費用の額並びに県が行う国民健康保険の一般被保険者に係

る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援

金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）及び退

職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額

を除く。） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （２） 当該年度における法第70条の規定による負担金（高齢者医療確保法

の規定による後期高齢者支援金（以下「後期高齢者支援金」という。）及び

高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金（以下「病床転換支援金」と

いう。）並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）、法第

72条の規定による調整交付金（後期高齢者支援金及び病床転換支援金並び

に介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）、法第72条の２の規

定による都道府県調整交付金（後期高齢者支援金及び病床転換支援金並び

に介護納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）、法第72条の５の規

定による負担金、法第74条の規定による補助金、法第75条の規定による補

助金（後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付

に要する費用に係るものを除く。）及び貸付金（後期高齢者支援金等及び病

床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に係るものを除

く。）、法第81条の２第１項の規定による交付金その他国民健康保険事業に

要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用並びに後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用を除

く。）のための収入（法第72条の３第１項の規定による繰入金及び法附則第

７条第１項の規定による療養給付費等交付金（以下「療養給付費等交付金」

という。）を除く。）の額の合算額 
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ア 法第74条の規定による補助金の額  

イ 法附則第22条の規定により読み替えられた第75条の規定により交付を

受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床

転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。

以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により

貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものを除く。）の額 

 

ウ 法第75条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおいて

｢国民健康保険保険給付費等交付金｣という。）（退職被保険者等の療養の

給付等に要する費用（法附則第22条の規定により読み替えられた法第70

条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係

るものを除く。）の額 

 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読

み替えられた法第72条の３第１項の規定による繰入金及び国民健康保険

保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係

るものに限る。）を除く。）の額 

 

（３） （略） （３） （略）  

  

（一般被保険者に係る基礎賦課額） （一般被保険者に係る基礎賦課額） 

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に

属する一般被保険者につき算定した所得割額    及び被保険者均等割額

の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険

者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保

険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の合計額とする。 

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に

属する一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額及び被保険者均等割

額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保

険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被

保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の合計額とする。 
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第12条 （略） 第12条 （略） 

  

 （一般被保険者に係る基礎賦課額の資産割額の算定） 

第13条 削除 第13条 第11条の資産割額は、一般被保険者に係る当該年度分の固定資産税の

うち土地及び家屋に係る部分の額に、次条の資産割の保険料率を乗じて算定

する。 

  

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第14条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 第14条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

（１） 所得割          基礎賦課総額の100分の50に相当する額

を基礎控除後の総所得金額等（令第29条の７第２項第４号ただし書に規定

する場合にあっては、国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号。

以下「施行規則」という。）第32条の９に規定する方法により補正された後

の金額とする。）の総額で除して得た数 

（１） 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の40に相当する額

を基礎控除後の総所得金額等（令第29条の７第２項第４号ただし書に規定

する場合にあっては、国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号。

以下「施行規則」という。）第32条の９に規定する方法により補正された後

の金額とする。）の総額で除して得た数 

（削除） （２） 資産割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の10に相当する額

を一般被保険者に係る当該年度分の土地及び家屋に係る固定資産税額（令

第29条の７第２項第７号ただし書に規定する場合にあっては、施行規則第

32条の９に規定する方法により補正された後の金額とする。）の総額で除

して得た数 

（２） 被保険者均等割          基礎賦課総額の100分の35に相

当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における一

般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

（３） 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の35に相

当する額を当該年度の初日における一般被保険者の数         

                  で除して得た額 

（３） （略） （４） （略） 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当

する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における一

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の15に相当

する額を当該年度の初日                における一
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般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯

所属者（法第６条第８号の規定に該当したことにより被保険者の資格を

喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の

世帯に属する者をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する一般被保険

者が属する世帯であって同日の属する月（以下「特定月」という。）以後

５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。以下「特定世帯」という。）の数に２分の１を乗じて得た

数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に

限る。以下「特定継続世帯」という。）の数に４分の１を乗じて得た数の

合計数を控除した数で除して得た額 

般被保険者が属する世帯の数           から特定同一世帯

所属者（法第６条第８号の規定に該当したことにより被保険者の資格を

喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の

世帯に属する者をいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する一般被保険

者が属する世帯であって同日の属する月（以下「特定月」という。）以後

５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。以下「特定世帯」という。）の数に２分の１を乗じて得た

数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経

過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に

限る。以下「特定継続世帯」という。）の数に４分の１を乗じて得た数の

合計数を控除した数で除して得た額 

イ、ウ （略） イ、ウ （略） 

２、３ （略） ２、３ （略） 

  

（退職被保険者等に係る基礎賦課額） （退職被保険者等に係る基礎賦課額） 

第14条の２ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該

世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額     及び被保険

者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の

合計額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、

所得割額     及び被保険者均等割額の合計額の総額）とする。 

第14条の２ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該

世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、資産割額及び被保険

者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の

合計額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、

所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合計額の総額）とする。 

  

第14条の３ （略） 第14条の３ （略） 

  

 （退職被保険者等に係る基礎賦課額の資産割額の算定） 

第14条の４ 削除 第14条の４ 第14条の２の資産割額は、退職被保険者等に係る当該年度分の土
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地及び家屋に係る固定資産税額に、第14条の資産割の保険料率を乗じて算定

する。 

  

第14条の５ （略） 第14条の５ （略） 

  

 （退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定）  （退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定） 

第14条の５の２ 第14条の２の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第14条の５の２ 第14条の２の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第14条第１項第３号アに

定めるところにより算定した額 

（１） 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第14条第１項第４号アに

定めるところにより算定した額 

（２） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。） 第14条第１項第３号イに定めると

ころにより算定した額 

（２） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。） 第14条第１項第４号イに定めると

ころにより算定した額 

（３） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過

する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。） 第14条第１項第３号ウに定めるところにより算定した額 

（３） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過

する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。） 第14条第１項第４号ウに定めるところにより算定した額 

  

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第14条の６ 第11条又は第14条の２の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険

者等が同一の世帯に属する場合には、第11条の基礎賦課額と第14条の２の基

礎賦課額との合算額をいう。第17条及び第18条第１項において同じ。）は、58

万円を超えることができない。 

第14条の６ 第11条又は第14条の２の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険

者等が同一の世帯に属する場合には、第11条の基礎賦課額と第14条の２の基

礎賦課額との合算額をいう。第17条及び第18条第１項において同じ。）は、54

万円を超えることができない。 

  

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） 
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第14条の６の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課額（第18条の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものと

した場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「後

期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただ

し、第23条第１項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第１号

に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に

掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができ

る。 

第14条の６の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課額（第18条の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものと

した場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「後

期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただ

し、第23条第１項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第１号

に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に

掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができ

る。 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県

の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及

び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、県が行う国

民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。） 

（１） 当該年度における後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付

に要する費用の額から後期高齢者支援金及び病床転換支援金の額に退職被

保険者等所属割合を乗じて得た額を控除した額 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 

（２） 当該年度における法第70条の規定による負担金（後期高齢者支援金

及び病床転換支援金の納付に要する費用に係るものに限る。）、法第72条

の規定による調整交付金（後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に

要する費用に係るものに限る。）、法第72条の２の規定による都道府県調

整交付金（後期高齢者支援金及び病床転換支援金の納付に要する費用に係

るものに限る。）、法第75条の規定による補助金（後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等の納付に要する費用に係るものに限る。）及び貸付金（後

期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係るものに

限る。）その他国民健康保険事業に要する費用（後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等の納付に要する費用（後期高齢者支援金等及び病床転換

支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。）に係るものに

限る。）のための収入（法第72条の３第１項の規定による繰入金及び療養

給付費交付金を除く。）の額の合算額 
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ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係る

ものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

（追加） 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定に

より読み替えられた法第72条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の

額 

 

（３） （略）  （３） （略）  

  

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第14条の６の３ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世

帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額     及び被保険者均

等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般

被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一

般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の合計額とす

る。 

第14条の６の３ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世

帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額及び被保険者均

等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般

被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一

般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の合計額とす

る。 

  

第14条の６の４ （略） 第14条の６の４ （略） 

  

 （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の資産割額の算定） 

第14条の６の５ 削除 第14条の６の５ 第14条の６の３の資産割額は、一般被保険者に係る当該年度

分の固定資産税額に、次条の資産割の保険料率を乗じて算定する。 

  

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第14条の６の６ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率第14条の６の６ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率
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は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。 

（１） 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一

般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令  

         第29条の７第３項第４号ただし書に規定する場合にあ

っては、国民健康保険法施行規則第32条の９の２に規定する方法により補

正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（１） 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の40に相当する額を一

般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令（昭

和33年政令第362号）第29条の７第３項第４号ただし書に規定する場合にあ

っては、国民健康保険法施行規則第32条の９  に規定する方法により補

正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（削除） （２） 資産割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の10に相当する額を一

般被保険者に係る土地及び家屋に係る固定資産税額（国民健康保険法施行

令第29条の７第３項第６号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康

保険法施行規則第32条の９に規定する方法の例により補正された後の金額

とする。）の総額で除して得た数 

（２） 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当す

る額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における一般被

保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

（３） 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当す

る額を当該年度の初日                における一般被

保険者の数           で除して得た額 

（３） （略） （４） （略） 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の10

0分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２か年度の各

年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数か

ら特定世帯の数に２分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の数に４分の

１を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の10

0分の15に相当する額を当該年度の初日              

  における一般被保険者が属する世帯の数           か

ら特定世帯の数に２分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の数に４分の

１を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額 

イ、ウ （略） イ、ウ （略）  

２、３ （略） ２、３ （略） 

  

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額） （退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第14条の６の７ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援

金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額 

第14条の６の７ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援

金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、
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    及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定し

た世帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯

に属する場合には、所得割額     及び被保険者均等割額の合算額の総

額）とする。 

資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定し

た世帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯

に属する場合には、所得割額、資産割額及び被保険者均等割額の合算額の総

額）とする。 

  

第14条の６の８ （略） 第14条の６の８ （略） 

  

 （退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の資産割額の算定） 

第14条の６の９ 削除 第14条の６の９ 第14条の６の７の資産割額は、退職被保険者等に係る当該年

度分の固定資産税額（土地及び家屋に係る固定資産税額）に、第14条の６の６

の資産割の保険料率を乗じて算定する。 

  

第14条の６の10 （略） 第14条の６の10 （略） 

  

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算

定） 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算

定） 

第14条の６の11 第14条の６の７の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第14条の６の11 第14条の６の７の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第14条の６の６第１項第

３号アに定めるところにより算定した額 

（１） 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第14条の６の６第１項第

４号アに定めるところにより算定した額 

（２） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。） 第14条の６の６第１項第３号イに

定めるところにより算定した額 

（２） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。） 第14条の６の６第１項第４号イに

定めるところにより算定した額 

（３） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過

（３） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過
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する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。） 第14条の６の６第１項第３号ウに定めるところにより算定した額 

する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限

る。） 第14条の６の６第１項第４号ウに定めるところにより算定した額

  

第14条の６の12（略） 第14条の６の12（略） 

  

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第14条の７ （略） 第14条の７ （略） 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（県

の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要

する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。） 

（１） 当該年度における介護納付金の納付に要する費用の額 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 

（２） 当該年度における法第70条の規定による負担金（介護納付金の納付

に要する費用に係るものに限る。）、法第72条の規定による調整交付金（介

護納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）、法第72条の２の規定

による都道府県調整交付金（介護納付金の納付に要する費用に係るものに

限る。）、法第75条の規定による補助金（介護納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）及び貸付金（介護納付金の納付に要する費用に係るも

のに限る。）その他国民健康保険事業に要する費用（介護納付金の納付に

要する費用（介護納付金の納付に関する事務の執行に要する費用を除く。）

に係るものに限る。）のための収入（法第72条の３第１項の規定による繰

入金を除く。）の額の合算額 

ア 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付

を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係る

ものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保

険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

 

（追加） 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の  
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納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定に

より読み替えられた法第72条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の

額 

（３） （略）  （３） （略） 

  

（介護納付金賦課額） （介護納付金賦課額） 

第14条の８ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介

護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額     及び被保険者均等

割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額

とする。 

第14条の８ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介

護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、資産割額及び被保険者均等

割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額

とする。 

  

第14条の９ （略） 第14条の９ （略） 

  

 （介護納付金賦課額の資産割額の算定） 

第14条の10 削除 第14条の10 第14条の８の資産割額は、介護納付金賦課被保険者に係る当該年

度分の土地及び家屋に係る固定資産税額に、次条の資産割の保険料率を乗じ

て算定する。 

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率） 

第14条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。 

第14条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。 

（１） 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金

賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（令第29条の７第４項第４

号ただし書に規定する場合にあっては、施行規則第32条の10に規定する方

法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（１） 所得割 介護納付金賦課総額の100分の40に相当する額を介護納付金

賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（令第29条の７第４項第４

号ただし書に規定する場合にあっては、施行規則第32条の10に規定する方

法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（削除） （２） 資産割 介護納付金賦課総額の100分の10に相当する額を介護納付金

賦課被保険者の土地及び家屋に係る固定資産税額（令第29条の７第４項第
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６号ただし書に規定する場合にあっては、施行規則第32条の10に規定する

方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数 

（２） 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当

該年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における介護納付金賦課

被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

（３） 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当

該年度の初日                における介護納付金賦課

被保険者の数           で除して得た額 

（３） 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該

年度の前年度及びその直前の２か年度の各年度における介護納付金賦課被

保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

（４） 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該

年度の初日                における介護納付金賦課被

保険者の属する世帯の数           で除して得た額 

２、３ （略） ２、３ （略） 

  

第14条の12～第17条 （略） 第14条の12～第17条 （略） 

  

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第18条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第11条又は第14条の２の基礎賦課額から、それぞれ、

当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が58万円を超

える場合には、58万円）とする。 

第18条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額の

うち基礎賦課額は、第11条又は第14条の２の基礎賦課額から、それぞれ、

当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が54万円を超

える場合には、54万円）とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項

に掲げる金額に27万5,000円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後

に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の

納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項

に掲げる金額に27万円   に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後

に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の

合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の

納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等
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割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額と

を合算した額 

割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額と

を合算した額 

ア、イ （略） ア、イ （略） 

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２

項に掲げる金額に50万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保

険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在にお

いて当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計

数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者であって前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを

合算した額 

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２

項に掲げる金額に49万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保

険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在にお

いて当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計

数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付

義務者であって前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを

合算した額 

ア、イ （略） ア、イ （略） 

２、３ （略） ２、３ （略） 

４ 前３項の規定は、後期高齢者支援金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と「第11条又は第14条の２」とあるのは「第14条の６の３又は

第14条の６の７」と「58万円」とあるのは「19万円」と、前項中「第14条」

とあるのは「第14条の６の６」と読み替えるものとする。 

４ 前３項の規定は、後期高齢者支援金賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金

等賦課額」と「第11条又は第14条の２」とあるのは「第14条の６の３又は

第14条の６の７」と「54万円」とあるのは「19万円」と、前項中「第14条」

とあるのは「第14条の６の６」と読み替えるものとする。 

５ 前各項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合

において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、

「第11条又は第14条の２」とあるのは「第14条の８」と、「58万円」とあ

るのは「16万円」と、第３項中「第14条」とあるのは「第14条の11」と読

み替えるものとする。 

５ 前各項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合

において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、

「第11条又は第14条の２」とあるのは「第14条の８」と、「54万円」とあ

るのは「16万円」と、第３項中「第14条」とあるのは「第14条の11」と読

み替えるものとする。 
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第18条の２～第25条 （略） 第18条の２～第25条 （略） 

  

（特例対象被保険者等に係る届出） （特例対象被保険者等に係る届出） 

第26条 （略） 第26条 （略） 

２ 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則（昭和50

年労働省令第３号）第17条の２第１項第１号に規定する雇用保険受給資格者

証の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。 

２ 前項の届出は、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則（昭和50年労働

省令第３号）第17条の２第１項第１号に規定する雇用保険受給資格者証を提

示して行わなければならない。ただし、本市が番号利用法第22条第１項の規

定により当該書類と同一の内容を含む番号利用法第２条第８項に規定する特

定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りではない。 

  

第27条以降 （略） 第27条以降 （略） 

 




